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はじめに

林谷 本日はお休みの中、朝早くからお集まりいた

だきありがとうございます。

近年、国内外を問わず人と動物の共通感染症（ま

たは動物由来感染症）が非常に多発していて、一般

の人々の関心も非常に高いということで、人と動物

の共通感染症の現状と、今後の対策をどのように考

えていったらいいかということを本日はお話しいた

だければと思います。

Ⅰ. わが国ならびに諸外国における人と
動物の共通感染症の発生と現状

林谷 近年、鳥インフルエンザやBSEなどさまざま

な人と動物の共通感染症がマスコミ等で報道され、

社会的に関心を集めております。そこで、まず最初

に、我が国と諸外国におけるこれら人と動物の共通

感染症の現状について、現状はどのようになってい

るか、またどのような疾病が問題になっているかと

いうことを国立感染症研究所感染症情報センター長

の岡部先生からお話をいただければと思います。

岡部 もともと感染症というのは、人がご飯や肉を

食べるようになったりすれば、その中で当然いろ

いろな植物・動物から感染を受けて、時に発症し

ていたのだろうと思うのです。そういう意味では

人と動物の共通感染症は昔からあったのではない

かと思います。

人がすぐに亡くなるような致死率の高い病気がだ

んだん少なくなっていく中で、新しく生まれ出た病

原体による感染症であるとか、一見コントロールで

きているように見えている感染症が実はたくさんあ

る、ということが見直されてきていますそういう中

で再び浮かび上がってきたのが、人と動物の共通感

染症だと思います。

僕もそうでしたが、動物からやってくる感染症は

特殊なペットであり、日本にいると、野生動物から

やってくることはあまりないだろうと思われていま

した。危険度の高い食品や動物の管理はかなり進ん

できたのだろうと思っていましたし、国内で診てい

る限りの患者さんでは、人と動物の共通感染症を多

く見るようなことは決してありませんでした。

それが、海外では新しい感染症の感染源、あるい

は感染経路となるようなものが広い意味での動物で

あるということに、注目をしてきたのではないかと

思います。ただ、海外に目を転じるならば、その土

地における食品の問題もあるでしょうし、生活の問

題、環境の問題もあるし、それから感染症そのもの

のコントロールの難しさのこともあります。例えば

我が国では根絶されている狂犬病もほとんどの国で

はコントロールできない状況にあり、あるいはマラ

リアやデング熱といった蚊が媒介する感染症は、蚊

のコントロールが困難であるという問題点がありま

す。マラリアやデング熱は、人と動物の共通感染症

というより、人の病気が動物によってもたらされる感

染症ですが。

加えて新しい感染症としては、例えばHIV/AIDS

もそういう意味では動物由来です。最近、ことに注

目を浴びているのは、鳥インフルエンザですが 1997

年に香港で発生したときに初めてヒトに直接感染す

ることが明らかになりました。あるいはマレーシア

で流行した日本脳炎かと思われた疾患からヒトに

とって新たなウイルスであった。ニパウイルス感染

症では、そのコウモリ→ブタ→ヒトであるとか、吉

川先生から後でお話があると思いますが変異型クロ

イツフェルトヤコブ症候群（vCJD）もその由来か

らいえば、ヒツジ→ウシ→ヒトというふうに食べ物

に連鎖した新しい病気がヒトに出て来ています。

最近、大きい問題になったのは、SARSの発生で

した。これもヒトの間で突然出たというよりは、お

そらく動物の間から出てきて、人のほうに新しいウ

イルスが移り住んできたといったような形だと思い

ます。コウモリ→ハクビシン→ヒトのルートの可能

性が議論されています。

鳥インフルエンザウイルス A/H5N1が今、アジ

アからユーラシアそしてアフリカのほうまで広がっ

ている中で、ヒトがとばっちりを受けるかのように

感染を受けています。

常在的な動物の感染症がそのままヒトの間に入り

込んでくるものもあれば、遺伝子の変異などをおこ

して突然ヒトの間に拡がりやすい型となって新しく

人間社会に入り込んでくるものもあります。これら

の対策はヒトの医療側で見ているだけではなくて、

そのもととなっている動物を見る側つまり獣医領域
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とか畜産領域の方々と共通の部分での認識という

か、意見の交換とか話し合いが非常に重要になって

きたのではないか、と思います。

林谷 お話にありましたように、近年鳥インフルエ

ンザのように新たに発生した新興感染症や昔からあ

るけれども、また新たに流行が起こったような再興

感染症と言われる感染症もあるわけですが、このよ

うな感染症が多発するようになったのはどのような

理由によるものと考えたらよろしいのでしょうか。

岡部 身の回りだけのことだけではなく、ちょっと

離れた遠いところの様子がよくわかってきたので、

周辺の様子が目に見えてきたという現象が一つある

と思います。

狂犬病などが典型的だと思いますが、実際には日

本の中で病気がなくなって、患者さんの発生もない

し、動物の発生もない。そうすると、一般の人だけ

ではなくておそらく医療関係者も狂犬病という病名

は臨床の場面からすっ飛んでしまうと思います。し

かし外国に目を転じてみれば、まだまだこの病気は

身近なものとしてたくさんあるわけですから、それ

が時に目の前に現れたりすることがある。それが昨

年あったわけです。従来と違って、人とものが煩雑

に行き交わっているわけですから、人ごと海外の病

気が入ってきてしまう場合もある。

また食生活の変化は、食材を大きく海外に依存し

ていることになりました。その食材が微生物を持ち

込んでくることがあります。O157は、今や我が国

では常在的になりましたし、輸入食品による赤痢な

どという事例が時々生じています。それから動物そ

のものが日本ではかなり輸入されている。これは吉

川先生の調査研究で大きくアピールされたと思いま

すが、動物そのものが微生物を持ち込んでくる、あ

るいは持ち込むリスクが増えてくる。その動物の様

子，生態がきちんとわかっていればいいのですが、

そうではない動物が何かを持ってきて、一緒に入っ

てきてしまうというようなルートが出てきていまし

た。島国として暮らしていた以前の状況とはずいぶ

ん違ってきたのではないかと思います。

もう一つの要素は、入ってくるだけではなくて、

今度は人が出ていって、向こう側でうつって持ち

帰ってくる可能性もあるわけです。いずれにせよ人

と物の交流が非常に大きくなったということは大き

い要因であるといえます。

林谷 ありがとうございます。このように人と動物

の共通感染症が増えてきた理由として、吉川先生、

t島先生のほうから補足していただけることがあり

ましたら、よろしくお願いいたします。

吉川 日本は確かに世界から見ると、物理的に海で

閉ざされていて、大陸の諸国と違ってやや特殊な環

境にあるという感じはします。

陸続きの国々は、人も物もボーダーで止めること

が物理的に実際上はほとんど不可能ですから、一国

で努力して感染症をコントロールするのは、実際に

はほとんど難しい。

それに対して日本の場合は、物理的に海に囲まれ

ているという意味では自然のバリアはかなり強く

あったので、国の中の行政、あるいは国民の生活レ

ベルや公衆衛生レベルが上がれば、かなりのものは

ある種自然消滅的にコントロールできるという利点

があったのです。

ただ、今おっしゃったように、BSEにしても鳥

インフルエンザにしても、かつてほど国境のバリア

というレベルが有効に機能しない状況になってきた

と思います。物流にしても、人にしても、動物にし

ても、動きがすごく速いですから、潜伏期間中に

入ってくるものもあれば、食品を通して、自給率が

エネルギーレベルで 40%ですから、生鮮食料品も含

めてほとんどのものは直接海外から入ってくるとい

うことになっていると、どうしても一国だけのレベ

ルで制御できないという事態が徐々に起きている。

そういう意味では、水際で防ぐという戦略から、

もう少し考え方を変えていかなければいけないとい

うのが、あとで出てくる感染症の中での人と動物の
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共通感染症をどうコントロールするかというところ

にも影響してきたと思います。

林谷 感染症法の中での動物に対する輸入規制につ

きましては、また後ほどお話しいただければと思い

ます。

w島 これについて、一言私の考え方を話しておき

ます。国内における対策ではなくて、諸外国におけ

る人と動物の共通感染症の問題として、新しく出現

する人と動物の共通感染症があると思います。

SARSとかニパとかいったものですが、その発生

要因として非常に重要なことは、人が野生動物との

接触の機会が増えてきた。それぞれの感染症につい

て、それぞれの接触の増加の仕方があると思います

が、共通して言えることは、例えば SARSの場合は、

今まで食べていなかったような野生動物を食べ始め

たということで、それは人為的なものです。

ニパの場合もコウモリに人間が近づいていったと

いう野生動物との接触の機会が増えたことによっ

て、新興の人と動物の共通感染症が突然出てくる。

こういうものは伝播様式もわかりませんし、病原巣

動物が何であるかもわからないということで、過去

の例から見るように、非常にパニックに陥ったとい

うことがあると思います。ですから、突発して出現

した新興の感染症に対して、なるべく被害を少なく

するような国際的な取り組みが重要になってくるの

ではないかと思います。

林谷 ありがとうございます。今までお話しいただ

いたように、人と動物の共通感染症が多発するよう

になった要因として、貿易が盛んになり、国や地域

の間で人や物の行き来が盛んになったというような

社会的な変化がいちばん大きいと思われます。さら

に、t島先生がおっしゃっているように、ジャング

ルの原生林を切り開き、環境破壊を引き起こすこと

で生態系が乱れ、そういうところに人が侵入して新

たに野生動物と接触することで、SARS等の新しい

感染症が発生したということもあると思われます。

岡部 あるところで発生しただけではなくて、それ

がアッという間に動いてしまうというのが、広がり

という意味では大きいですね。

林谷 SARSの場合も、非常に速い勢いで中国から

世界中に広がっていきました。

w島 野生動物から人に来るだけでなくて、それが

人から人に感染しだすとまた大変なことになってく

る。ディザスターになりますよね。

林谷 人や物の流れが非常に速くなったことが、感

染症の拡散に大きな影響を及ぼしていると思いま

す。SARSの場合もあっという間にカナダやヨー

ロッパにまでへ伝播しました。

岡部 でも、その前にブスブスという様な前触れの

ようなものは、恐らくは中国の奥深いところの村と

かそういうレベルであったのだろうと思うのです。

不明な肺炎の流行として認知されたのは広東省で

の出来事ですが、以前だったらそれが恐らくはロー

カルな話で収まって、そして自然に消えていくよう

な話だったかもしれませんが、今回は広東省で感染

をしていた人が、この方は地元で肺炎の患者さんを

診ていた医師ですが、それが、発生したところから

香港という国際都市に行って、そこでホテルでいろ

いろな人に感染を拡げ、さらにそれらの人々が世界

へ散り、感染が拡がった････そこから先があっと

いう間です。

そのブスブスの段階をどうやって検知し、対策を

取るかが、今課せられている大きいテーマだと思い

ますが、実際はそれがなかなかできないから広がっ

てしまう、そういった状況だと思います。

吉川 SARSの自然宿主がもし本当にコウモリだと

すれば、1回で終わるはずがないわけで、たぶん将

来も同じようなことが繰り返されると思うけれど、

そのときに、動物から人に来る前で止められるか、

あるいは動物から人に来た最初の時点で止められる

かどうかというのがキーになってくると思います。

初動態勢がすごく大事になると思います。

w島 そういう意味ではWHOとか国際機関がかな
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り介在して、国際的な連携を取っていかないと、診

断だけではうまくいかないわけで、未知の場合は、

うわさに基づいて行動することも必要というふうに

指摘されていますよね。

林谷 今、実際に国際的にはどのような取り組みが

行われているのでしょうか。

岡部 例えば今のうわさ情報ということですが、う

わさというのは本当にピンからキリで、とんでもな

いうわさ情報もありますが、うわさの中に真実があ

るのもあるので、これをいかに探知し、評価してい

くかが難しいところです。私たち情報センターでは、

FETP（Field Epidemiology Trainig Program：実地

疫学専門家養成コース）の人たちが、毎朝地方紙を

含めた感染症に関するメデイア情報を集め、それを

まとめて情報センタースタッフに流し、重要なもの

にコメントつけてものによっては現地に問い合わせ

をしたり、保健行政当担当部局に連絡をしたり、と

いうことをやっています。

WHOは rumor informationの評価をサーベイラ

ンス担当部門が行い、地域的なものか、国際的に公

衆衛生上の問題があるか、と言うようなことを連日

議論しています。私たちのところに問い合わせが来

ることもあります。僕は前にWHOにいたことがあ

りますが、WHOという組織はお役所みたいなもの

ですから、もともとは公式情報を非常に大切にして、

確認情報に基づいて動くといったのが本来でした

が、今はうわさに端を発する、もしかすると真実か

もしれないというようなことについてアクションを

早く起こすという、大きな動きの違いが出てきてい

ると思います。

w島 あともう一つ、地方の保健機関が、例えば衛

研とか地方の保健行政が、SARSの場合は隠すほう

に行ったということがあったみたいですね。呼吸器

の新しい病気が出ているのですが、それを「何でも

ない、何でもない」と、情報を中央のほうに出さな

かった。

林谷 それは日本の話ですか？

w島 中国です。何かあったら、ちゃんと公正に情

報を出すような日常的な訓練をしないと、せっかく

いい情報が地方の衛研とか地方の保健省のレベルに

あるのだけれど、報告されない。もしくは隠されて

いたという（笑）。

林谷 確かにまだ中国をはじめ、アジアの国では正

しい情報が伝えられない場合が多いように思われま

す。2005年夏に、中国四川省でブタのレンサ球菌

による人の集団感染事例が報告されましたが、結局、

最後まで感染経路などがよくわからないまま終わっ

てしまったような感じがあります。

w島 それはたぶんうやむやで終われば、保健行政

官としてはあまり非難されないわけですが、何か

あったときに、ちゃんとやったかということが、あ

とから問題になってくる。SARSのときも、中国の

地方の衛生の行政の対応に、WHOの人がすごく苦

労したみたいですね。

林谷 岡部先生がおっしゃったように、うわさレベ

ルの情報で実際に動くというのはかなり機能してい

るのでしょうか？

岡部 例えばWHOは国同士の公式情報のほかに、

彼らがネットワークをつくり始めて、例えば公式に

は日本の場合、ルートとしてはWHOと日本政府に

なります。その上で私たちのような研究機関とチャ

ンネルを持っておいて、そこから入ってくる情報に

ついて、やりとりや評価をする、というように仕組

みを強化しようとしています。そのようなチャンネ

ルを各国に作りつつあるようです。そうすると、僕

らみたいな機関では、逆に国内のうわさ情報にも常

に気を使っていなくてはいけないわけです。

そして、どこかで何か、例えば食品由来の集団発

生でもいいし、不明の熱でもいいし、あるいは日本

ではあまりないですが不明の動物の死亡の集積とか

そういうものがあった場合には、事の真偽を正確に

確認する前に届け出るというか、話し合うというよ

うな国際的なシステムが少しずつ少しずつでき上が

りつつあります。

ただ、ローカルなところでの問題点であるとか、

結果的には徒労であったというようなこともありま

すから、うまく機能するまでにもうちょっと時間が

かかると思いますが、ルールとして「国際保健規

則： International Health Regulation-IHR-の改正」

として動き出しています。

林谷 外国で発生した原因のよくわからない感染症

について、岡部先生のおっしゃるようなうわさレベ

ルのことでも、正しく情報が伝達されるシステムが

構築され、他の国の人たちもその情報を知ることが

できるようになれば、その対応策をいち早く考える

ことが可能になります。
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岡部 でも、それはまだいわば中央から言っている

ということで、ちゃんと浸透するかどうかというの

は、これからの運用の問題だと思います。

Ⅱ. 海外での感染や日本への侵入が危惧

される人と動物の共通感染症について

林谷 昨年、日本でも海外での感染事例ではありま

すが、狂犬病による 2名の死亡者が報告されました。

現在、国内での発生はないが、外国で旅行者等が感

染し国内で発症する事例は、この狂犬病以外にも数

多く報告されています。また地球の温暖化等の関係

か、台湾まで北上してきているようなデング熱やア

メリカで今猛威を振るっているウエストナイル熱な

どは、いつ日本に侵入してきてもおかしくないと考

えられていますが、実際に今海外での感染や日本へ

の侵入が危惧される人と動物の共通感染症はどのよ

うなものがありますでしょうか。

w島 それでは、まず一つの例として、今話にあり

ましたデング熱について、簡単に感染環から話をし

ます。

ネッタイシマカという蚊は人の住環境で生息する

蚊です。人の血液の中に出現するウイルスを吸血し

てネッタイシマカと人という間に感染環は動きま

す。大都市でこれが流行する。

どういうことかというと、感受性の人がある程度

多くないと、伝播が続いていかない。したがって、

デング熱はネッタイシマカによる都市型の感染症で

あります。

ネッタイシマカは、現在までアジアでは台湾ぐら

いまで分布があります。デング熱は今は台湾までで

とどまっていますが、温暖化しますと、ネッタイシ

マカが日本に侵入して生息する可能性があります。

そういうことで、温暖化とともにデング熱が日本に

入ってくる可能性がある。

また、日本人が海外で活動しているときに、ネッ

タイシマカに吸血されてデング熱を発症するという

のが、年間そんなに多くはありませんが、海外感染

例として日本で診断されていいます。

ウエストナイル熱は、地域によって違いますが、

蚊の種類は Culexというイエカの属の何種類かの種

が関係しています。ウエストナイルウイルスの場合

は鳥がウイルスを持っていて、鳥と蚊の間でウイル

スの感染環が循環しております。これが今アメリカ

に侵入して、1999年から流行がずっと続いて、平

均すると毎年 100人前後の人が亡くなっています。

日本人も数例アメリカで感染して、日本で発症して

診断されたという例があります。

これが日本に侵入する可能性があるかどうかです

が、さっき言いましたアカイエカと鳥という流行の

要因は日本に普通に存在しておりますので、温暖化

と関係なく、いつ入ってきてもおかしくない感染症

だと思います。

次にニパウイルスですが、ニパウイルス感染症に

ついては、マレーシアで発生したときは、ウイルス

がコウモリからブタに感染し、そのブタに濃厚に接

触して、特に養豚関係もしくは職業的にブタに接触

する人の中で爆発的に流行が起きたということで

す。現在はブタの発生はなく、偶発的にコウモリと

接触して感染するおそれがあり、もし海外で日本人

が感染する場合は、特殊な状況でコウモリと密接に

接触するというようなときに起こると思います。

これに関係しているオオコウモリの種類が日本の

南西諸島のほうには生息しているようですが、日本

に入ってきて、定着する可能性はかなり低いのでは

ないかと思います。

次にもう一つあるのが、チクングニアという感染

症です。これはさっき言ったデング熱と同じような

媒介蚊が関与しまして、ネッタイシマカともう一つ

ヒトスジシマカが媒介も可能です。これに関しては

最近、海外での人の感染症が 2例、日本で診断され

ています。

特徴としては、人と蚊の間でウイルスが伝播しま

して、人の血液中のウイルスの濃度が蚊を感染させ

る程高くなるのです。今言ったヒトスジシマカが日

本に存在しますので、気をつけて見ていかなければ

ならない。もし感染した人が、日本のヒトスジシマ

カの吸血を受けた場合、流行が日本で定着して広が

る可能性も十分考えられる。

今のところだいたいこのような感染症の侵入が危

惧される、もしくは海外での感染が危惧される感染

症があると思います。

林谷 ありがとうございます。チクングニアは、今

どの辺りで流行がみられるのでしょうか。

w島 アフリカの東海岸、インド洋上の島々、最近

はスリランカ辺りまで流行が広がっています。
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林谷 日本にもチクングニアを媒介する蚊がいるの

で、外国で感染して病原体を日本に持ち込み、日本

で人の間で流行する可能性もあるということでしょ

うか。

w島 日本人が向こうでウイルスに感染して、日本

で発症して、血液の中で急速にウイルスが増えます。

そのような人を日本にいる蚊が吸血して感染して、

人から蚊に伝播される可能性は十分ある。そういう

ことが、他の流行国で起こっているということです。

林谷 今、デング熱が東南アジアのほうで非常に流

行しており、特に都市部で大流行しているというこ

とですが、これは東南アジアなどでも都市化が進ん

でいることがひとつの要因なのでしょうか。

w島 デングウイルスの感染が連動していくために

は、ウイルスに感染していない人の数が十分いない

とならないのです。というのは、1回感染しますと

抗体が上がります。抗体が上がると、2回目に感染

したときは免疫ができていますから、血液の中にウ

イルスは出現しないわけです。したがってある程度

の数の感受性者がいつも存在しなくてはならない。

それは大きな都市、アーバン化した都市ということ

になります。人から蚊と、蚊から人と感染して、あ

る程度の数がいないと、感染の連鎖が続いていかな

いということになります。

林谷 私もよく仕事でベトナムを訪問しますが、経

済の発展とともに都市化が進んでおり、このことが

デング熱流行のひとつの要因となっているというこ

とですね。

w島 そういうところはスラム化していますので、

水たまりがあちこちにあったりするところで蚊が多

数増えていくというような、計画性のない都市化が

問題です。

岡部 デング熱と温暖化はよく語られますが、例え

ば終戦後、第二次大戦が終わったときに、日本では

関西以西にデング熱が発生したとか、日本にはない

とされているマラリアですが、平清盛はマラリアで

死んだのではないかというように、今ないものが昔

あったというのは、どういうふうに考えたらいいの

でしょうか。

w島 それはかなり難しい問題だと思いますが、平

均気温はいつも一定ではなくて、ある夏はすごく暑

い夏がありますよね。そういうときにたまたま海外

から感染した人が来て、日本で流行が起こる。

複雑になるので、さっきは話をしませんでしたが、

デング熱はネッタイシマカだけではなくて、もう一

つヒトスジシマカという、比較的都市ではなく農村

型の環境で増える蚊がいます。これは日本に生息し

ています。

ですが、これによる流行は散発的に終わってしま

うのです。さっき言ったように、人から人ですから、

農村はあまり人がたくさんいませんから、1回感染

してしまうと免疫ができてしまって、それでだいた

い感染は終息するということです。

マラリアもやはり海外から感染した人が来て、た

またまそういう時期にいい温度条件というか、暑い

夏であったりすると流行して、次の年にまた寒く

なったら、蚊もあまり多く発生しないと考えられま

す。外気の温度は蚊の中で病原体が増殖するのに非

常に重要です。で、あまり温度が高くないと、蚊の

中で、ウイルスや原虫等の病原体が増えませんから、

次の年には流行がストップしてしまう。過去に何回

か侵入はあっても、それが長くは続かない。

あと黄熱という病気があります。日本ではあまり

発生しませんでしたが、これもネッタイシマカが媒

介する感染症で、もともとアフリカの病気でした。

これが 16世紀の奴隷制度のときに、アフリカから

南米に移っていったのです。これがときどきアメリ

カ大陸のほうに流行が拡大した。それはときどきの、

一時的な異常高温等により流行が起こり得るという

ことだと思います。

林谷 蚊が媒介するようなウイルス性感染症で、日

本脳炎も最近話題に上っています。この辺りはいか

がでしょうか。
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w島 現在日本での日本脳炎の患者は、毎年 10人

以下です。しかし、ウイルスの活動を調べますと、

6カ月齢のブタの抗体を調べると、ウイルスが活発

に活動しているかというのがわかるのです。

この場合は、ブタとコガタアカイエカというサイ

クルで回っていて、人間がたまたまコガタアカイエ

カの吸血を受けて感染する。

このブタによるウイルスのモニター状況を見てみ

ますと、まだまだ日本ではウイルスが野外でブタと

コガタアカイエカの間で循環しているということです。

なぜ患者が出ないかということですが、これまで

ワクチンをずっと打っていたことが一つと、あと、

人間の生活形態が蚊に刺されないような状況になっ

た。エアコンがかなり完備していますから、夜、戸

を開けて寝ることはないので、夜、蚊が侵入してく

るのは少なくなってきて、私は本州や九州で生活し

ていませんが、たぶん皆さんは蚊に刺されるのが少

なくなってきているのではないかと思いますが、ど

うでしょうか。

岡部 昔は、子どものころは夏でも夜には窓を閉め

ろとか、開けて寝るなら蚊帳をつれというのがあっ

たわけですが、今はそういうことがなくなりましたね。

それから、たとえ蚊に刺されても、蚊とブタの距

離が離れているので、ブタと人の距離がずっと離れ

てきて、感染のチャンスが少なくなっているという

ことも大きい一つの要因だと思います。

w島 あと先生、最近のワクチンのことでちょっと。

岡部 ワクチンは今日の本筋と離れるかもしれませ

んが、日本脳炎の数が日本で少なくなってきたこと

には、環境要因も非常に大きいと思います。夜には

明かりの周りに虫がモワーッと群がっているという

光景は郊外でも見られなくなっています。しかし人

での感受性がすごく少なくなってきた。つまりワク

チンによって免疫を保持しているポピュレーションが

増えてきた、ということはとても大きいと思います。

ところが日本における日本脳炎ワクチンは、接種を

受けた子どもさんが ADEM（Acute demelinating

encephalo-myelitis：急性脱髄性脳脊髄炎）の重症

型にかかり、科学的な明確な因果関係まで認められ

ませんが、国のほうはむしろリスクを重く見て、重

大な副反応の可能性ありとして、日本脳炎ワクチン

を定期接種として強く勧めることを一時中止してい

る、というのが現状です。

先ほどt島先生がおっしゃったように、日本で日

本脳炎という病気は今もって年間 10例以下ですが、

ブタが持っている日本脳炎ウイルスに対する抗体

は、t島先生のおられる北海道はいいのですが、特

に西日本地方では 80%とか 90%ぐらいのブタが抗体

を保有している状況が毎年続いています。というこ

とは、常に新しいブタ－蚊の循環での日本脳炎ウイ

ルスが我が国には存在しているわけですから、その

まま人に対する対策を放置すれば、免疫保有者は少

なくなりやがて感受性人口が増えてくる。免疫を

持っている人が少なくなってくれば、人から人にう

つる病気ではないけれども、パラパラとでも日本脳

炎の患者さんの数が増加してくるのではないかとい

うことが非常に心配されているところです。日本脳

炎ワクチンは新しいタイプのワクチン（ベロ細胞由

来）開発が進められていますが、、私は、日本脳炎

のワクチンはいまだに日本にとって必要なワクチン

だと思っています。

林谷 近年、外国、特に東南アジアに行く日本人が

非常に多くなっています。私どもの大学でも教官や

学生が一緒に東南アジアに調査等でよく出かけます

が、これらの地域に多い感染症に関する認識が非常

に弱いと思います。獣医学科の学生には講義をして

おり、旅行前に話を聞きに来る他学科の学生もいま

すが、多くの感染症は日本にはないためか、関心は

薄く警戒心もあまりがないのが現状です。昨年、狂

犬病の死亡例が発生しましたが、これらの事例も実

際に犬にかまれた後にワクチンを打っていればたぶ

ん助かっただろうと思いますが、残念ながらそうい

う知識もなかった。実際、学生たちも東南アジアな
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どの開発途上国に行って、向こうでよく A型肝炎

や赤痢などの経口感染症に感染したりしている事例

をよく耳にしていますのでの、こういう人たちにい

ろいろと周知したり、対策を考えていかなければい

けないのですが、具体的にどのようにすればいいの

かなかなか難しいのが現状です。

岡部 ほとんどの日本人が都市型の生活になってい

るから、動物からやって来るような感染症であった

り、日常の感染症に対する注意は、日本に住んでい

る限りは実はかなり大丈夫だと思いますが、それと

まったく同じ条件で海外に行けるように思ってしま

うところが問題です。

欧米は、これは僕の考えだけかもしれませんが、

かつて植民地をいっぱい持っているというところか

ら、例えばアフリカとか、アジアの病気そのものに

対する研究心とか探究心とか、場合によっては注意

とかの平均レベルがけっこう高いのではないかと思

うのです。

そうすると、そういうところで行動することに対

して、どういう注意をするかということが、たとえ

ば旅行医学という領域として確立されています。ま

た海外に軍隊を派遣している国では自国への健康を

守るという点で注意が展開されます。軍隊や植民地

はともかくとして、多くの日本人が海外に行き来し

ている現在、海外における感染症への注意や対策と

いう点は、欧米には遅れているのではないかと思い

ます。

日本でも旅行に行く人への感染症の状況や予防法

の啓発、研究対象としての理解とサポート、あるい

は海外との情報のやりとりなどがますます重要に

なってくるのではないかと思います。これ以上、人

がもっと行かなくなるということは絶対にあり得な

いわけですから。

林谷 わかりました。まだまだこれからもこれらの

感染症に対する啓蒙活動が必要だということだと思

いますが、t島先生はいかがでしょうか。

w島 私も学生を連れて、よく疫学調査に行きます。

だからどういうふうにして人間が人と動物の共通感

染症に感染するかということをよく考えるというこ

とですよね。

まず一つは蚊とかそういうものを避ける。寝ると

きは蚊取り線香をたくとか、便所に行くときは蚊取

り線香を持っていくとか（笑）。それによりアルボ

ウイルス系と、蚊媒介性の疾患が防げます。

次に来るのが狂犬病です。犬には注意を要する。

ワクチンを接種していく。

次に食べ物と水に気をつける。このぐらいを気を

つけていれば、だいたい間に合うのではないかと思

います。

林谷 私もけっこう海外に出ていますが、一般の人

たちの意識もまだまだ低い。

岡部 恥ずかしながら、10年、15年ぐらい前、臨

床の現場にいてやっているときは、そんなに気にし

ていないし（笑）、それが実情だったと思うのです。

吉川 僕も連れていくけれど、意外と年寄りという

か中年より上の人は、自分の子ども時代、決して日

本もそんなに今ほど衛生状態が整備されていなかっ

たので暴露されていた経験があって、意外としぶと

いです。若い人のほうが非常にきれいな環境で育っ

てしまって、あまり経験がないので、逆にリスクが

高いという側面もある。

一方、以前は若い人が行くといっても、ヨーロッ

パとかアメリカとか先進国に行くケースのほうが多

かったけれど、最近はそういうところはもう行き飽

きたというところがあって、アジアとか南米とかア

フリカとか、感染症から見るとリスキーだなと思う

ところに案外若い人がナップザック 1個で行って、

よく頑張るなとも思います（笑）。

ただ、向こうで何か拾ってきても、自分もそうい

うことはしばしばあって、帰ってきて三十何度か熱

が出て、日赤に飛んでいっても診断がつかないです

よね。実際、対症療法的には対応できるけれども、

原因が何かと言ったって、向こうで拾ってきたもの

について病原体を明らかにするとか、そういうこと

はたぶん実際上は不可能だと思います。

そういう意味では、この時代、インターネットを

見れば何がどうなっているというのは分かるし、若

い人は非常にそういうのは得意だから、もしやや危

険の高いところに行く機会があるなら、前もって自

分なりに情報を集めていくのは、やって損ではない

と思います。帰ってきて反省するよりは（笑）。予

防措置として、自分なりに情報を仕入れて、出掛け

ていくことが大切だと思います。

林谷 大学で、組織的に海外に出かける学生に対し、

人と動物の感染症の予防などの啓蒙活動はしていま

すか。
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w島 そのつど、そのつど、その地域の、そこの国

でどういう感染症が重要であってどうかということ

は、それぞれの引率の教官は学生に教えています。

場所によって違いますからね。

林谷 個人で旅行に行く学生にはあまり啓蒙活動は

行ってないですよね。

w島 一般に彼らが自分で行くようなときには啓蒙

できない。うちの教室は海外に個人的に行く学生が

多くて、過去 15年ぐらいの間に、学生単独で行っ

て、マラリアにかかったのが 2人いました。

発熱があるということで、うちの教室で発熱する

感染症を扱っていますので、それが僕たちが使って

いる病原体かなというのはすごく心配です。たまた

まそれが、彼とか彼女自身が旅行に行ったとき感染

したマラリアだったということでした。お医者さん

が診断できなくても、こっちで塗沫を作ったり、診

断したりして対応しています。

林谷 私の大学でも、東南アジアに学生を調査で連

れていったら、先ほど吉川先生のお話がありまし

たが、同じものを食べていても年取った先生は全

然平気なのに（笑）、学生は集団でおなかを壊して

しまった事例を経験しました。10代後半から 20代

前半は人生の中で最も抵抗力のある時期であるに

もかかわらず、今の学生は病原体に暴露されてい

ないためか、感染症にかなり感受性が高いのには

驚きました。

吉川 林谷先生はおなかを壊したりしたことがない

んじゃないんですか。

林谷 ほとんどないです（笑）。いろいろな病原体

を扱っていて免疫を持っているから（笑）。

吉川 でも僕は医科研時代に、かつてあそこは毎年

熱帯病講習をやっていたから、年に 12～ 13人、お

医者さんと獣医と看護師さんと希望者を集めて、3

カ月実習があるのです。僕はウイルスの実習を受け

持っていました。

実習は、実際には生徒からそれぞれ血を取って、

ウイルスの中和試験から始めるのです。いちおう麻

疹とポリオを対象に測っていくのですが、例えば

JICAで外国に行って帰ってきた人とか、小児科の

お医者さんなどはものすごい抗体を持っているけれ

ど、これから行くという若い人はポリオなんかも

10倍以下とか、麻疹も今回学生間で流行しました

が、ほとんど抗体価がなくて、昔では考えらえない

ぐらい本当にきれいです。昔は、たぶん発症はしな

いけれども、ある程度環境で暴露はされたのだと思

うのです。

そういうものがほとんどなくなってしまっている

から、本当に気をつけないと、今言った途上国にた

くさんあるやつでなくても、日本の若い人は本当に

きれいになってしまっていて、ナイーブな状況で、

ポーンと飛び出るから、危険だなと思います。

吉川 でも、少なくとも国立大学は変わりつつあり

ます。東京大学も法人化されてから変わりました。

かつての大学はずいぶんいいかげんというか、治外

法権でやってきましたが、今は民間企業とある部分

は同じになりました。労災に関しても、環境・安全

に関しても。

だから、当然学生は皆保険に入らなければならな

い。1人で行く場合にも、届け出というか、報告を

出さなければいけない。それから情報管理室から、

ときたま流れますね。ここの地域はこうです、気を

つけてくださいとか、高病原性鳥インフルエンザが

はやっているから気をつけろというようなのがメー

ルでけっこう流れてくるようになりました。あれは、

たぶん法人化の影響ではないだろうか（笑）、管理

者としての責任を果たさなければいけないというの

があって。

林谷 情報は流れてきているのですが、まだ意識が

足りないということですか。

吉川 そうですね、その辺が適応できるかどうか。

林谷 その辺は、人と動物の共通感染症研究会等で

いろいろ活動していけることなのかなと思います。

Ⅲ. 感染症法における人と動物の共通感染症
の位置づけ、その予防対策の取り組み

1. 制定の経緯、感染症における人と動物の共通感

染症の位置づけ

林谷 海外からペットとして輸入されてくる動物を

介して、さまざまな人と動物の共通感染症が持ち込

まれる事例が報告されています。一昨年も、輸入さ

れたげっ歯類からレプトスピラに感染した事例があ

りましたが、輸入動物の現状はどのようになってい

るのでしょうか。

吉川 実際、感染症法で人と動物の共通感染症を対
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象にするということになって、岡部先生なんかにも

ずいぶん手伝っていただいたのですが、もともと明

治 37年でしたか、伝染病予防法ができたときから

100年間ずっと感染症に関して大きな法律の改正は

なかったのです。

そのとき、100年前ですから、伝染病は人から人

にうつる病気という定義で公衆衛生上ずっとやって

きました。法律を直すときに、最近の傾向として、

ある意味では人から人にしか行かない病原体に関し

てのコントロールが、100年間でずいぶん進んだと

いうこともあると思うのです。ワクチンもできたし、

抗生物質もできたし、医療技術も上がったし。

しかし、気がついてみると、そこから漏れた、

動物から人に来る感染症がけっこうある。しかし、

農林水産省は動物の感染症として、家畜とか、動

物から動物に行くものについては責任を持つけれ

ど、動物から人に来るのは、うちの守備範囲では

ない。

そういうわけで、厚生労働省は、人から人に来る

ものについては前から取り組んできたけれど、動物

から人に来るものはいかがなものかというところが

ある。結局、感染症法の中に組み込もうということ

で、急遽スタートしました。中間答申のときか何か、

6月に、準備会が検討しているところで、突然、人

と動物の共通感染症を法律に入れるという話になり

ました。獣医とお医者さんと法律家が集まって、11

月の法律化までに何をしなければいけないのだとい

う、すごくタイトなスケジュールで始まったのだけ

れど、そのころ実際には動物がどのぐらいの数日本

に入ってくるか誰も知らなかったのです。

当時の統計としては、今でもそうですが、通関の

ときに、財務省が特定のものに関して税金をかける

対象として統計を取っていた輸入統計がありまし

た。しかし、そこで数として把握されていたのはサ

ルと狂犬病絡みのイヌとその程度のもので、それ以

外の動物については特に誰が把握するということが

なかった。農水省も狂犬病と伝染病予防法で家畜と

イヌについては情報を持っていたけれど、それ以外

のいわゆるエキゾチックアニマルと言われるペット

類に関しては誰も分かりませんでした。厚生労働省

の研究班で検疫所の所長さんとかいろいろな人に

入ってもらって、1年間調べたときに 400万頭とい

う数字が出てきて、皆が愕然としました。何だ、こ

れは。日本はなぜこんな動物が勝手に入ってくるの

だという、当たり前のことに気がついて、それで始

まったわけです。

従来の犬とか猫とか小鳥というタイプのペットか

らは、そんな深刻な病気はないと思うのです。だか

らこそ、ペットとして人間がなじんできたわけです。

しかし、プレーリードッグをはじめとした野生の

げっ歯類に関しては、あとで調べていくと、例えば

アメリカのペストの流行地とプレーリードッグの生

息地がまったく同じで、よく見れば、ノミとプレー

リードッグの間でペストが回転するというような問

題があり、そういうことを経て、何とかしなければ

いけないということになった。

実態を把握すると同時に、リスク評価をして、そ

れぞれの動物種がどんな病気をどのぐらいの頻度で

持ってくる危険性があるか。それに対してどういう

制度を設けなければいけないかということです。し

かし、1回目はそういうわけでわずか 2～ 3カ月で

すから、実際に法律として対象になったのは、最も

危険だと考えたサルだったのです。

初めて法定検疫という法律で輸入動物を検疫しな

ければならない。家畜に関しては、すでに家畜伝染

病予防法でそういうルールができていたのですが、

人の感染症に関して、動物を法律で検疫するのは、

そのとき初めて導入されました。そのときの対象に

なったのは、サルのエボラとマールブルクだったの

です。

でも本当を言うと、もしサルがエボラとマールブ

ルクウイルスを持ってきても、そのとき誰も診断が

できないという（笑）スタートだったのです。法律

のほうが先に行って、それから研究班が必死になっ

て技術開発をして、実際に検疫をやっていただく農

林水産省で、もし検疫中に出たら診断可能になると

いうことになったのは、実際には法が施行されて 2

年ぐらいたった後という。

そういう意味では非常に現実が先行して、それ

を法律が追い掛けるという形で来たのだろうと思

います。

林谷 感染症法が平成 10年に施行された時に、感

染症法で人と動物の共通感染症を含めるということ

は、直前に決まったということですか。

吉川 前年の 12月か 10月くらいから始まって、次

の年の 6月に中間報告をまとめたのです。そのとき
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に提言があって、人と動物の共通感染症を入れると

いう話になって、関係者が集められて、11月まで

の間に、夏休みを返上して、60ぐらいの人と動物

の共通感染症の候補についてどう考えるかという議

論をしました。

林谷 それでその後、平成 15年に感染症法が改正

になったときに人と動物の共通感染症に対する対策

がかなり強化されたのは、その後の先生たちの調査

等の結果を踏まえてということになりましょうか。

吉川 そうです。ちょうど感染症法を作ったときに、

かなりもめたのですが、すごく民主的な法律なので

す。急性感染症では緊急対応が必要で、しかし、そ

の中に人権をどう盛り込むかというのが、AIDSの

問題にしても、ハンセン氏病の問題にしても、感染

症コントロールの中で患者の人権との折り合いとい

うか、かなり現実的には難しい部分があって議論に

なりました。この法律は前文がある珍しい法律で、

どういう精神でこの法律をやるかということが書か

れています。

同時に、100年間見直さなかったのは悪かったと

いうので、5年に 1回は必ず見直そうという約束に

なった。人と動物の共通感染症はそういう意味では

法律ができ上がる直前に組み込まれて、1回目は時

間なしで発足するという格好だったので、5年後の

見直しまでの間にもう 1回ちゃんとリスク評価をし

て、どういうリスク管理措置が必要かということを

やろうというので、岡部先生が手伝ってくれて、2

年ぐらい前からワーキンググループを作って始めた

のですね。

岡部 そのときに知った輸入動物が年間 400万頭

（匹）という数字の大きさもショックだったのです

が、そのほかに動物の餌として動物の死体が、わけ

がわからないぐらい入ってきているとか（笑）、本

当に知りませんでした。

吉川 そうですよね。まったく実情がわからなかっ

たです。獣医でもわからなかった。

林谷 感染症法において、感染症は最初は 1類から

4類まで、その後は 5類までというふうに危険度に

より分けられているわけですが、実際の危険度の割

り振りは、どういう形で進めたのでしょうか。やは

りリスク評価をもとに行ったのでしょうか

吉川 基本的には人に来る機会がどのぐらいあるだ

ろうか。それから人に来たときの重篤性、あるいは

治療法、予防法みたいなのがあるのかないのか。あ

るいは人から人にどのぐらいの確率で行くかとか、

5項目ぐらいありましたよね。

岡部 ええ。

吉川 動物の場合は、その前に動物がどのぐらいの

プリバレンスというか、頻度で病原体を持っている

か、動物からどのぐらい人に来やすいかという余分

な項目がありますが、A、B、C、D、Eとか 1、2、

3、4、5というような格好で整理していく。

動物に関しては、ワーキンググループでやったと

きは、もう少し時間的余裕がありましたから、世界

中で問題になりそうな感染症が過去どんな流行形態

を取ったか、そこからどんな動物が年間どのぐらい

の量で日本に入ってきているか。もしその動物が病

原体を持って入ってきたとすれば、どんな問題を起

こすかというようなことを表にまとめて、それをも

う 1回、地域・動物ごとにまとめ直して、この動物

についてはこういう対応を取ったほうがいいという

ような整理をして、感染症とその動物のコントロー

ル法というような格好を組み合わせて、いちばん危

険であればプレーリードッグとかコウモリとか、輸

入禁止にしました。

2. 動物対策（輸入動物の届出制）

吉川 ほかの方法としては、先ほど言ったサルのよ

うな格好で、輸入時に検疫をする。それまではどち

らかというと、禁止にするか、検疫にするかという

二つ、それか野放しか（笑）。それではあまりに科

学的でない。いろいろなレベルでのリスクがあるの

だから、それに応じた対応を取るべきだというので、

新しく輸入届出制で動物種ごとに、どういう安全保

障をした動物でなければ入れさせないという輸入届

出制という方法を取った。

すでに日本に入ってきているもので、公衆衛生上

無視できないものについては、獣医が、お医者さん

が患者を診たときに届け出るように、この組み合わ

せ、例えばイヌのエキノコックスとか、サルの赤痢

とか結核とかについては、獣医が診た場合には、診

断したら届け出なさいというような獣医の届出義務

とか、あるいはサーベイランスとか、そういったも

のも全部組み込むというのが 2回目の改定のときに

行われた。

林谷 平成 15年の最初の改正のときに、動物に対
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する対策がかなり盛り込まれ、実際に感染症が発

生した時の動物側の対応もかなり明瞭になったこ

とで、人と動物の共通感染症に獣医師も積極的に

関わることになりました。この改定でかなり人と

動物の共通感染症に対する獣医師の位置づけが

はっきりした気がします。また、その後、先ほど

お話がありましたように、輸入動物の届出制が一

昨年から動き出していますが、実際にその効果はど

うなのでしょうか。

吉川 実は法律をつくるときに行政と約束をしたの

は、ある意味では起こる前の予防措置として対策

を取ったわけですから、輸入業者の人にも、ペッ

ト業界の人にも、実際にはかなりの犠牲を強いた

わけです。

それでどれだけのリスクが回避できたのかという

ことを分析して、リスクコミュニケーションという

か、ステークホルダーに知らせるべきであるという

ことを条件として付けました。厚生労働省は守って

くれて、昨年 1年間、今年ちょうど 9月で 2年目に

なるので、2年間で何がどう変わったのかという

データを全部出してくれたのです。

それで見ると、大きく二つあって、一つは哺乳動

物についてもかなり減少し、半分以下になりました。

すでに 400万頭から徐々に規制が始まっていました

から、100万頭くらいまで来ていたのが、今 60万

頭くらい。その大半はハムスターになっています。

鳥のほうも 60万羽くらいだったのが、今 20万羽を

割るくらいまで下がってきている。

そういう意味では総数がわけのわからないものは

かなり減ったというのと、もう一つは、輸入動物は繁

殖したもので、野生のものは駄目という条件を付け

ましたから、実際ゼロにはなりませんが、哺乳動物

であれば 95%から 99%くらいは繁殖動物。鳥のほう

もだいたい 9割以上は繁殖ものになって、そういう

意味では数も減ったし、内容も変わったのです。そ

れをいちばん如実に反映しているのは輸出国です。

げっ歯類は昔だと、中近東とか東南アジアとか、

アフリカとかがかなり多かったのですが、その辺の

順位が軒並みずっと低くなって、どちらかというと、

実験動物であればアメリカ、ヨーロッパという格好

になりますし、鳥であれば韓国とか台湾とかに入れ

かわりました。厚生労働省としても農林水産省とし

ても、現地査察を適宜やって、ルールを守っていな

いところは止めるというようなことをやってきた。

そういう意味では表に出なかったというか、入っ

てこなくて当たり前ですから（笑）、目に見える形

で効果がすごく出たということにはならないけれ

ど、実際に中を分析してみると、かなりうまく機能

したと私は思っています。

林谷 基本的に野生のものがほとんど入ってこなく

なったということは、人と動物の共通感染症の予防

対策としてはかなり効果が期待できるかなという気

はするのですが。

吉川 ただ、いたちごっこではないですが、哺乳動

物と鳥類をメインに、特に哺乳動物であれば、げっ

歯類、食肉動物辺りを中心に届け出の規制を強めた

ので、一つ大きく動いたのは両生類と爬虫類で、こ

れは対象外だったので、両生類とか爬虫類の輸入が

増えたことによって、また新しいものが持ち込まれ

るかどうか、まだ誰にもよくわかりません。

それから、去年、今年、意外と増えてきたのが有

袋類です。今年の報告で初めて知って、急遽研究班

で調べようということになったのです。

w島 輸出国政府機関が発行する衛生証明書の信頼

性を確保するために、げっ歯目等の動物の保管施設

の現地調査ですが、誰がどのくらいの頻度で、どう

いうふうにどういう頻度で行っているのか疑問です。

吉川 頻度はそんなに多くないです。大きく分けて

二つあって、一つは実験動物のところで他のげっ歯

類と同じルールでいくというので大問題になってし

まいました。そういうとんでもないことをやられた

ら、日本は研究の遅れを取ってしまうというのが起

こって、急遽省令を一部変更しました。政府として

認知された機関の裏打ちがあれば、実験動物につい

ては毎回証明書を政府間で出さなくてもいいという

ために、実際に大手の実験動物の繁殖施設を査察に

一巡したというケースです。もう一つは、今の問題

で、中国とかパキスタンとかチェコとか、そういう

ところに実際に行って止めてしまった、ずっと止

まってしまったというところもあります。

w島 中国からはリスが 3万 2000頭入っているの

ですよね。これ、本当にリスを繁殖しているのですか。

吉川 ええ、しています。これは行ったのです。プ

レーリードッグを止めてから、中国のリスが当時 7

万頭ぐらい輸入されていました。初めは皆繁殖して

いないだろう、そんなものは取ってきて輸出してい
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るのではないかという予想だったのですが、実際に

日本のペット業界の人が進出して、儲かるとなれば、

ちゃんと繁殖させて持ってくる。台湾も韓国も売れ

るとなれば、意外と本気で繁殖をして輸出する世界

なんだなというのがだいぶわかりました。

でも、そういうわけでときたま新しいルートと新

しい動物を輸入業者の人も開発をしてくるので、多

少いたちごっこになる部分はあるかと思いますが、

何もしなかったあの頃に比べれば、リスクとしては

相当低減できたのではないかなと思っています。

3. 問題点や課題

岡部 今のは輸入動物や何かの規制が行われるよう

になったことですが、ちょうど改正の前あたりに展

示動物での問題が明らかになったことがありまし

た。ある動物園でヘラジカのお産を介助した人たち

を中心に肺炎が拡がりその原因がヘラジカ由来のク

ラミジアであったとか、鳥動物園といったようなと

ころで、そこにお客として行った人での肺炎の発生

から、調査してみるとその他の観客、職員、アルバ

イトの人たちの間でオウム病肺炎が多発したといっ

たことがありました。いずれも、動物の感染症を見

る目や、感染予防対策が不足しているものでした。

動物園そのものが駄目だということではもちろんな

くて、いかに人に動物の感染症が拡がらないような

動物の管理と展示をするかについてのルールが必要

であるということになりました。ある程度の規模の

展示施設だったならば獣医師による管理が必要であ

るとか、感染予防のためにそのような動物を当然な

がら展示に出さないとか、動物に触れた後の手洗い

がきちんとできるように整えるかなどにいわば動物

園における感染予防標準策の設定に結びつきまし

た。これについてはマニュアルができました。そし

て感染症の法律の中で獣医師からの届け出義務

（1－ 4類感染症で政令で定めたもの）、獣医師の責

務として感染症の予防に寄与するよう努めること、

動物等取扱業者は感染症予防のため、適切な知識の

習得、管理が必要である、ということが盛り込まれ

ました。

それが目に見えて変わってきたのは、たとえば動

物園の「ふれあい動物コーナー」などというところ

へ行くと、いまでは必ず手を洗うところがあって、

せっけんを置いて、皆さん手を洗いましょうという

掲示をしています。これは感染症対策上極めて基本

的なことですが、感染症対策と同時に、子どもたち

はそういうところで遊べるようにというところでは

比較的うまくいっているのではないかと思います。

なお、この動物園における疫学調査の時には、我々

のスタッフの中の獣医も参加し、医者とは違った目

で動物を見ることが出来たことで、両者の協力の重

要性を実感しました。

吉川 そうです。あのとき獣医師の責務と同時に、

動物取扱業者も公衆衛生上、感染症法の中に責務と

して組み込まれるという項目が書かれたのです。

そういう意味では動物取扱業者も感染法の枠の中

で、公衆衛生行政に貢献しなければいけないという

文言が書かれたのと、もう一つは今の事例を含めて、

あのとき感染研の人などが原因究明に行かれたので

すが、そのときの法律では、サーベイランスをした

り、調査する権限がなかったのです。

それで法律を変えたとき、先ほどアクティブ・

サーベイランス、監視のことを言いましたが、もの

の対策についても原因究明が必要であれば、対物措

置を取れることを、人と動物の共通感染症について

も適用したのは大きかったと思う。

岡部 そのとき感染情報センターが行った調査で、

人の調査はできるのですが、。あなたたちはどうい

う権限で動物の調査をやるのですかということがあ

りました（笑）。そこから先はもうブロックになっ

てしまうのです。

林谷 そうですね。

岡部 ただ、そこは向こう側の理解で進めることが

できましたが、そこのところをもうちょっとスムーズに

動くようにというのが、人と動物の共通感染症の国

における対応の違いとして出てきたと思います。

林谷 私はサルモネラ症やエルシニア症の調査をし

ているため、よく動物園などに調査に行くのですが、

動物との触れ合いなどの催しなどを行う時に、以前

は動物の健康状態のチェックなどはしなかったので

すが、今は例えばカメがサルモネラを保菌していな

いかどうか調べてほしいとか、リスザルがエルシニ

ア菌を持っていないかどうか調べてくれということ

を依頼されることがよくありますので、水族館や動

物園などの人たちは人と動物の共通感染症に対する

意識はかなり高いと思います。展示動物からお客さ

んにオウム病がうつってしまったような事例が出る
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と、行政上の問題だけでなく、動物展示施設の経営

の上でも大きな問題ですので。

吉川 そういう中では学校飼育動物が鳥インフルエ

ンザのときもそうだったし、サルモネラのときにも

そうで、行政とすれば、ある種危害情報なりが来た

とき、自分の責任を回避するためには放棄しなさい

と、かなり言うのですが、現場としてみると、行政

が責任放棄して、現場の責任で対処しろと言われる

と、捨てに行くか殺すかという話になってしまう。

でも同じ獣医の中で、学校飼育の生き物に小さい

ときから触れて、触れる機会が昔と違って少ないで

すから、生き物を小さいときに理解させることが大

事だという、それもまた獣医の一つの役目だと思う

のです。

けっこう問い合わせが多いですよ。私なんか、ど

ちらかというと、お前がああいうことを言うからい

けないんだと（笑）。私はそんなに強く言った覚え

はない。

サルモネラだって、昨日の発表を見ていても 13

例の中で見れば、1人の 70歳を除けば感染例はだ

いたい小学生以下ですよね。だとすれば、小学生以

下のところでカメに触れるところにどういう注意を

してリスクを回避する必要があるのか。あるいは、

小学校に入った上でやるなら、どの程度のリスク回

避で問題がないのかとか、そういうきめ細かい発信

がないと、ほとんどオール・オア・ノンなので、カ

イワレダイコンではないですが、悪者と決められた

瞬間に、それを消してしまえという対応を一般の人

は取りやすいので、その辺も発信する人の責任だろ

うと僕は思います。どういう避けなければいけない

リスクがあって、どういうふうに折り合えるのかと

いうことは、バランスよく知らせないといけないの

ではないかな。

岡部 そのバランスはすごく重要だと思います。あ

とで BSEの話でも出ると思いますが、どんなに

やってもゼロではないわけだし、しかしどの程度き

ちんとやるか。

確かに責任放棄という意味では何もないほうがい

いわけですが、一方では多少のリスクがあるがゆえ

に相当なメリットも持つわけなので、やはりある程

度バランスをどうやって理解していただくかという

情報を出すのは大切です。でも、決めるときにあま

り極端に右か左かでスパーンと決めるのはよろしく

ないと思います。

林谷 やはり人と動物の共通感染症を認知してもら

うための啓蒙活動は重要ですが、逆にあまり啓蒙し

過ぎると、今度は動物を飼わなければいいのではな

いかという話になってしまう。でも実際は先生が

おっしゃるように、そうではなくて、これらの感染

症が動物から人へ移ってくるリスク自体はちゃんと

管理さえすれば非常に低いと思います。

サルモネラも学校飼育動物から出たあとに、いく

つかの学校から検体を持ってきて、調べてくれとい

うので調べたことがありますが、11月 3日に開催

された人と動物の共通感染症研究会の学術集会の一

般発表の中にもあったように、カメが小さいうちは

サルモネラをかなり保菌していますが、学校で飼っ

てしばらくするといなくなってしまうみたいで、一

つも出てきたのがなかったです。だから、報告する

と喜んでいました。

吉川 そうでしょうね。そう思うんだな。そういう

情報もまた流して下さい。

でないと、カメ、サルモネラ、危ない、というピ

ンピンという図式ができてしまって、特に学校の先

生の立場とすると、そういう情報がないと、最終的

には学校の責任ということになるのですが、全部リ

リースしてしまおうとか、そういう対応になってし

まうのだから。

岡部 僕は以前に小児病棟を受け持っていたことが

あるのですが、病院は特殊なところだから、カメは

やめよう、金魚も子どもたちが手を突っ込んでしま

うことがあるから、手の届かないところにおくとか、

しょうがないから作り物の金魚にするとかいうこと

をしましたが、健康者が圧倒的に多くなおかつ教育

という点でも学校はそういうものを排除してはいけ

ない、というような切り替えの説明が必要だと思い

ます。全部一律にカメは駄目、金魚は駄目という話

では決してないと思うのです。

林谷 その辺がなかなか難しいところではあるけれ

ども、獣医師がいちばん頑張っていかなければいけ

ないところだと思います。

そのほかにも感染症法で課題というか、これから

先、考えていかなければいけないことがございます

でしょうか。

吉川 この間、結核予防法を廃止して、感染症法に

入れて、結核は感染症なのだということになりまし
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た。それまでは、結核は感染症ではないのかといっ

た問い合わせもあったと聞いています。（笑）いろ

いろな人と動物の共通感染症を見ていくと、先ほど

言われたように、野生動物とかペットのほかに特に

家畜由来の食品を介して来るものがあります。今は

食中毒という分類に入れられていて、O157みたい

に食中毒でもあるけれど、感染症法でもカバーする

というようになっているものもあるけれど、意外と

公衆衛生から考えると、家畜由来の特に食品を介し

た感染症が、食中毒と感染症法のカバーが、外から

見るとよくわからないのですよ。できるなら一本化

して、結核と同じように感染症法に入れて全部をく

くってしまったほうが、私はわかりやすいと思います。

林谷 その辺の検討はこれからというところでしょ

うか。

岡部 いや、まだ時間がかかると思うんですよね。

たとえば食品衛生法による食中毒のほうは、出たこ

とによって食品を取り扱う人に対するペナルティが

含まれているのですね。感染症法は届けに対するペ

ナルティはあるけれども、発生したところへの処分

などは入っていません。

林谷 確かに、私も食中毒菌を主に扱っているので、

非常にわかりにくいところがあります。

岡部 システムも非常に複雑ですものね。

吉川 僕らも食品由来の感染症について、食の安全

の講義あたりで紹介するのですが、えっ、こんなに

たくさんあるのと（笑）。だから食中毒菌として講

義する場合には、非常に特定の病原体になってしま

う。例えば、そこにはほとんどＥ型肝炎も出てくる

わけでもないだろうし、そういう意味では、行政的

にすみ分けているために、一般の人の理解が、食中

毒と感染症というものがあまりつながらないため

に、結核ほどではないけれども、食中毒は食中毒で

あって、感染症ではないのだという考えになってし

まいます。あるいは食中毒をやる人は食中毒をやる

けれど、感染症全体の中で位置づけるということを

あまりしない。

感染症のほうをやる人は、食中毒だから向こうに

しておこうというところがあって、しかし、実際に

は同じ病原体の振る舞いですから、確かに法的対応

とか、その辺は違うけれども、将来的にはうまく折

り合って、できれば一つの枠の中で各論としてこな

せるほうが、たぶん一般の人もわかりやすいのでは

ないかなという気はします。

林谷 ノロウイルスなんかも患者の届出は、食品か

ら感染した場合と、人から人に感染した場合のふた

つがあります。

岡部 それからさらに集団での院内感染と、それも

また別でやることになる。

林谷 実はその対策となると、食品由来の場合と人

由来の場合とでは違いますので、どのようにして

いったらよいのか、けっこう議論になっているとこ

ろです。

吉川 あれは現場の調査でも、そうですものね。

岡部 誰がやるのか（笑）。

吉川 感染症のほうから出ていくか、保健所のほう

の食中毒のほうから来るかによって、疫学調査の

データもかなり違ってしまうし。

林谷 食品から感染した場合には、食品を取り扱う

人にペナルティがあるので、やはり分けないといけ

ないみたいですね。

岡部 もう一つよろしいですか。鳥の間での鳥イン

フルエンザの発生についてです。H5N1の京都、山

口の事例のときは、相当混乱があったと思いますが、

僕はその経験は宮崎、岡山の今年の事例にはすごく

生きたと思います。

アジアという国の状況もあるけれども、なかなか

ほかの国がコントロールできない中で、速く検出す

ることができた。まさにサーベイランスが生きたと

思うのです。不明の鳥の死を記録し届けるなんて、

昔は何もなかったですが、京都、山口での経験は、

いわば養鶏場における「死んだ鳥のサーベイランス」

が農水省によって議論され実施されることになりま

した。養鶏場で鶏が死ぬのは当たり前ですが、いつ

もを超えた異常死の集積というようなのが、家畜保

健所に届けられ、それに伴って原因調査も行われる

ようになりました。今の鳥インフルエンザに対する

注目もありましたが、その結果は、今回素早く検知

をして、その原因を探ることが出来ました。業者の

方は大変な思いをすると思いますし、現場も大変だ

けれども、相当速い段階で検知し鶏を処分し、移動

制限をかけて、消毒等を行い、段階的にそれを緩め

ていくという形ができたのは大きいと思うのです。

特に岡山の事例は、十数羽単位で検知ができている

わけですから。

ほかの国の場合をいうと、例えば今インドネシア
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で肺炎患者や死亡者の検査をしてみたら、鳥インフ

ルエンザの感染であって、それをさかのぼってみた

ら、周辺で鶏がいっぱい死んでいたというまったく

逆の現象であることが多いのです。

そういう点ではかなりいい部分は出てきているの

ではないかと思います。どういう対策を取るかとい

うのは、物にも影響しますが、人の病気と動物の病

気というところでは、うまく折り合いをつけながら

やっていくことが必要だと思うのです。

w島 それについて一言あります。私は日本の家畜

衛生行政が世界でもかなりトップレベルにあるので

はないかと思います。

というのは、例えば人と動物の共通感染症として、

ブルセラとか、ウシの結核とかもありますが、日本

では昔から、だいぶ前からほとんど根絶に近い状態

です。世界に目を向けますと、アメリカでもまだ患

者も出ているし、メキシコでもブルセラなどが発生

していて、コントロールできていないわけです。日

本では test and slaughterという方式で、検査して

安楽殺していくというシステムでやっています。

鳥インフルエンザの流行の制圧に成功しました

が、そのちょっと前に口蹄疫という病気があったの

ですが、これも 2～ 3カ所の発生で完全に制圧して

しまった。

一方、ヨーロッパを見ると、口蹄疫がまだあちこ

ちで発生したり、鳥インフルエンザがなかなかコン

トロールできていなかったりということで、一方、

日本は家畜衛生行政に獣医師がかなり末端まで張り

ついているのです。それでかなりうまく成功してい

るのではないかと、僕は思っています。

林谷 t島先生がおっしゃるように、家畜のほうか

ら人に来るというのはかなりリスクが少なくなって

きているように感じます。前の口蹄疫もそうでした

し、今回の鳥インフルエンザもあっという間に封じ

込めることができたということは、かなり家畜衛生

行政の中で、防疫体制が整備・確立していることと

関係があると思うのです。

w島 そういう意味では、家畜から来る人と動物の

共通感染症は、結核にしてもブルセラにしてもかな

りコントロールされています。

岡部 炭疽もそうですよね。

w島 炭疽もコントロールされています。さっき

言った食中毒菌のサルモネラと腸管出血性大腸菌

と、あと豚丹毒が問題であって、あとはかなりきれ

いになっている。

林谷 まさしく私もそういうふうに感じます。

Ⅳ. 人と動物の共通感染症に対する、医師と
獣医師の関わりや今後の協力体制

医師と獣医師はどのように連携していけば良いか

1. 人と動物の共通感染症研究会の発足

林谷 最後に、今後、人と動物の共通感染症を制圧

していくためには、、医師と獣医師とが協調態勢を

つくりながら、対応していかなければならないと思

います。

今ここにいらっしゃる 3人の先生も、吉川先生は

人と動物の共通感染症の研究会の初代の会長です

し、岡部先生は 2代目の会長で、t島先生もずっと

事務局をやられていたということで、発足のときか

ら携わっているわけです。

この研究会は、人と動物の共通感染症の問題を考

えていくには、医師、獣医師など関係する分野の

方々が情報を共有し合って、対策を考えていかなけ

ればいけないということで発足したと思います。本

研究会の発足の経緯と今後のあり方等につきまし

て、吉川先生やt島先生からご意見をいただければ

と思います。

吉川 言われたとおりで、先ほど法律の経緯も言い

ましたが、医師にしても獣医師にしても、従来医師

は人を、獣医は動物といっても、実際上は家畜の、

今言われた家畜衛生行政というか、家畜の衛生コン

トロールというすみ分けで来た。ちょうど両者が抜

け落ちた部分の動物から来る感染症という問題で、

最初は獣医も医師も二の足を踏んでいたのだろうと

思うのです。

どちらかというなら、背負わなくてもいいなら背

負いたくないというのもあったのかもしれません

が、実質上、法律だけではなくて現実問題として、

日本以外の海外を見ても、中間を埋める必要性が非

常にあるということは世界中そうでした。そのとき

には結局獣医のほうにも、医師のほうにも、行政の

ほうにもそれに関与する受け皿がないと動かないの

で、従来のそれぞれの専門性という殻を破って協力

しないと問題解決に至らないという結論になりまし
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た。ある意味で当たり前のことを、皆頭ではわかる

のですが、現実的に、ではどうしたらいいのだとい

うのが、けっこう難しい問題です。せめて研究会を

作って、情報交換をして、同じ場でものを考えるこ

とが必須だというのが研究会の発足のときの基本ス

タンスです。

特に現場で獣医と医師と協調して動くほかに、実

際に対社会全体の対応を考えると、行政は実はすご

く大きな役割を持っている。しかし、ふつうのアカ

デミックな研究とかそういうのだと、なかなか出て

こないですね。医師と獣医師が学問的なレベルで情

報を共有することも大事ですが、それではこの病気

のコントロールという点ではなかなかいかない。そ

ういう意味では、農林水産省、厚生労働省を逃して

はいけない。引きずり出してというのは変ですが、

必ず引きずり出して、問題を共有していかないと一

歩も進まないのだという認識が、この会を発足した

ときに共有されていた概念です。

したがって、幹事にしても理事にしてもそれぞれ

の分野から、実際にやっている人、あるいは責任を

担う人に入ってもらおうということでやって来まし

た。それは間違いではないと思うのです。それをど

ういう格好で有効に生かしていけるかというのは、

これからの問題にもかかわってくると思います。

林谷 t島先生はいかがですか。

w島 僕も基本的にそういう考えです。獣医師と医

師が今後どういうふうに連携していくかというの

は、人と動物の共通感染症の研究会の中で少しずつ

お互いに歩み寄って、情報の共有、診断の研究、疫

学調査の実施とか、そういうことをやっていければ

ということ。

もう一つは、今、吉川先生がおっしゃったように、

行政とのタイアップです。公衆衛生というのは社会

医学で一般の大衆にアプライして、それで最終的な

健康被害を防ぐという側面がありますから、そのた

めには行政の人たちと密接にタイアップして、行政に

対する学問的な助言とか、そういったことができれ

ばということでこの研究会が発足したと思います。

林谷 実際、行政の場面では、先ほどもお話が出た

レプトスピラの件などは医師がまず診断して、その

あと、実際の調査等は獣医が行ったということで、

現場では獣医師と医師が連携して動いていくような

場面もだいぶ出てきつつあると思います。

ただ、学会や研究会で、同じ感染症を取り扱う場

合でも、医師は感染症学会等で、獣医師は獣医学会

などで発表されていることが多く、なかなか医師と

獣医師が意見や情報を交換する場面が少ないのかな

と感じます。そういう意味では、この研究会自体は

医師と獣医師などが一緒に勉強していこうというこ

ともあってやっていると思うのです。

w島 一つはお医者さんの中で、これまで人と動物

の共通感染症にかなり興味を持って特化してずっと

やっているという人の数が限られているということ

がかなりあると思います。

ですから岡部先生のように国の研究所にいる方

は、そういう情報を集める。先生は人だけの感染症

と人と動物の共通感染症の両方をやるという立場

で、特に私たちのほうにコミットしていただいてい

ますが、一般のお医者さんの中では、それがなかな

か少ないというのが現状です。こちらからもう少し

PRして、そういうことを広めていって、興味を

持っていただくことが一つ大事だと思います。

岡部 それが 2代目をやれといわれた一つの大きい

宿題だと思います。

医療の中では感染症は、例えば治療であったり、

原因追究であったり、主に医療の現場でやっている

ことから進展してくることが多いわけです。そうす

ると、数ある感染症の中で、実際は人と動物の共通

感染症の占める割合は極めて少ない。

例えば狂犬病は重要だけれども何十年も出てきて

いなくて、2例で大騒ぎになる。ウエストナイル

だってたった 1例の発生です。鳥インフルエンザに

至ってはまだ幸いに 1人もないし、SARSだってな

かった。

そういう状況では、人と動物の共通感染症の専門

家というのは極めて少ない。しかし病気の割合とし

ては少ないけれども、だんだん認識としては、その

原因は何だということで、ズーノーシスに対する存

在の理解はずいぶん増えてきていると思います。

そこの「接点」があるということは非常に重要だと

思います。共通感染症研究会が発足した当時は、例

えば先ほどの感染症学会とか、あるいはほかのとこ

ろでもけっこうシンポジウムや何かを組んで、獣医

師の方に来ていただいて、臨床系の研究会で発表す

ることがありました。またもう 1回そういうような

ものをやっていけるのではないかと思います。それ

（ 18 ）

18



で存在を少しずつアピールすることによって、医師

側の関心も深めたいと思います。急に医師が 70%ぐ

らい占めるのということはないと思いますが（笑）。

吉川 そうですね。法律ができて以来、僕もずいぶ

ん医師会のほうにも呼ばれて、「獣医だからわかる

だろう、話をしろ」という機会が多くて。

ずいぶん長く僕はお医者さんと付き合ってきたの

ですが、今もけっこう付き合っているのですが、

付き合ってみてわかったのは、確かにお医者さん

は当然人が対象ですから、人を中心にものを見る

のです。

前に結核の学会に呼ばれて、動物から来る人と動

物の共通感染症としての結核の話をさせられて、

「結核はヘビにもあるし、私が学生のとき最初に解

剖したのは上野動物園から来た大蛇で、これが結核

だったんだ」という話をしたら、皆ギョッとして、

結核は人しかないのではないかと、お医者さんの大

半は思っていた。

「いや、そうではなくて、結核菌を含めて抗酸菌

はすごく長い歴史を持っていて、人間が登場したの

は、現生人類、5万年前が直系ですから、その前に

も十分地球上にはびこっていて、いろいろな格好で

共存しているし、人間の結核だって人だけではなく

てサルでもゾウでも感染するし、ものすごく宿主域

が広いんだ」という話をすると、初めて生物界全体

の中のヒトという、病原体も含めて、そういう理解

をしてもらうと、単に動物から来る感染症だけでは

なくて、寄生体を含めて病原体と人と動物が長い時

間軸の中でどういう関係にあって、それを見ている

のだという位置づけになってくれると、現時点で、

直接の関係がなかったとしても、少し見方が変わる

のではないかなと思います。

獣医は人以外の動物を全部見なければならない。

魚から鳥からウシ、ウマ、何でもやるものだから、

案外、人も含めて並行で考えますが、医者の場合は

どうしても初めのインプリンティングから始まる。

ズーノーシスの問題は必ずしもそうではなくて、

140万種の生物種の中のホモサピエンスという存在

の問題なのだという位置関係をアピールすることも

必要なのかなと思います。

林谷 そうですね。

岡部 極端なことを言うと、その人が治って、その

人に来る感染経路が断てればいいわけです。その手

前がどうなるというのは臨床医学領域ではあまり

ディスカッションにはならないと思うのです。

でも、先生がおっしゃった全体を見ながらいくの

で、動物側も何とかしなくてはいけないという意識

を持ちながら診るというのは、実際にかかわらなく

てもずいぶん違うと思うし、動物園の例のように、

獣医師の方々も直接的に人の健康にかかわっている

という部分があると、ずっと折り合ってくるのでは

ないかなと思うのです。その話し合いの場として、

こういう研究会を継続していく意味はものすごくあ

ると思います。

w島 今、人と動物の共通感染症の場合は、生態系

での感染環があって、そこで病原体が回っていって、

それがたまたま人のほうに伝わって健康被害という

ことになります。感染環を含むエコロジーのことを

考えると、獣医師だけではなくて、特に節足動物が

媒介する病気の場合は、entomologist（昆虫学者）

がまた非常に重要で、今これがすごく払底している。

何か起こったとき、例えばウエストナイルが入って

きたときに、どう対応したらいいかというときに、

昆虫学者の存在がすごく重要になってきてきます。

この研究会にも 2～ 3人、江下先生とか、ento-

mologyをやっている先生がおりますが、そこのと

ころをもう少し強化していかないと、何かあったと

き大変なことになる。entomologist、衛生動物学者

も必要であり、人と動物の共通感染症研究会でお互

いにちゃんと連携を取っていく必要がある。

そういう病原体の自然界におけるエコロジーの理

解が、特に節足動物が媒介する病気が出現したとか、

侵入したときには必要になると思います。

林谷 医師の実際の医学の教育の中では、先ほどか

ら先生がおっしゃっているように、人だけの感染症

がたくさんありますし、実際の患者の症例も少ない

でしょうから、ウエイトはどうしても低くなると思

いますが、実際に人と動物の共通感染症に関する教

育は行われているのでしょうか。

岡部 いや、感染症という講義部分ができてきたの

がようやくこの頃です。以前は感染症が疾患の中心

ですから内科とか小児科の中で感染症の部分が占め

る割合は高かったのですが、一時ずっと縮小されて

きました。それが最近では内科や小児科などの一部

分ではなくて、例えば感染症学、感染制御学として

の講義の枠を持つ大学が増えてきています。
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でも、その中のほんの一部がズーノーシスで、新

興・再興感染症とかそういう中の一部で語られてい

るので、決してメジャーではありません。しかし医

学教育の中でたとえ少なくても感染症の一部として

続けていく必要があると思います。

例えば僕の持っている大学の授業で、「君たちは

将来に 1例見るかどうか、ほとんど見ないと思うけ

れど」と言って、狂犬病の実際の患者さんの映像を

見せたりしますが、相当の関心を持って見ています。

きっと彼らはその事例を頭のどこかに持ち続けてく

れると思います。そういったことは、医学教育の中

で今後続けてきちっとやっていくべき部分だと思い

ます。

人の病気を診断し治しているのは、決して人の医

者だけがやっていることではないというところに、医

学生の理解が行ってくれればいいと思っています。

林谷 これから医学のほうでも、ぜひ啓蒙していっ

て、一緒にやっていけるようにできればと思います。

岡部 でも、大きなことを言っていますが、僕がこ

ういうことができるようになったのは、今の立場に

引きずり込まれ、また獣医領域の人たちが感染症研

究所にはいっぱいいて、そういうところで共通のこ

ととして話がスタートしたからであって、臨床の場

では、動物を意識することは本当に少なかったと思

うのです。

WHOにいたとき、「お前、ズーノーシスもやれ」

と言われたときがありましたが、ズーノーシスとい

う言葉がわからなかった（笑）。そのぐらい、私自

身も認識が非常に低くて恥ずかしい思いをしていま

すが、そういう橋渡し役をこれからできるだけやっ

ていきたいと思います。

林谷 外国では、たとえば CDCなどではかなり医

師、獣医師、それから先生がおっしゃるような昆虫

学者などが連携した形で調査研究が行われているの

でしょうか。

岡部 臨床の場ではまだバリアがあると思います。

ただ、ある研究であるとか、疫学であるとか、感染

制御とか、対策のところでは、医師、獣医師に限ら

ず、entomologistの話も出ましたが、欧米はいろい

ろな人がかなり学際的にうまくやっているなと思いま

す。そういう点は学ばなければいけないと思います。

w島 特にアメリカやヨーロッパで強いのは、国外

で発生する新興・再興感染症、例えばエボラとか、

ある何か新しい、アルボウイルス感染症とかニパウ

イルス感染症の発生時には、2～ 3日ぐらいでバッ

と人を送るのです。そこで、研究をやって、病原体

を究めるという対応ができる。これが日本では非常

に遅い。パスポートを取ってからということになっ

たら、もうアウトブレイクは終わっているというこ

とです。

岡部 ニパが出たとき、オーストラリアの獣医の人

たちが来て、患者は医師側として、周辺の動物の調

査をまさにしらみつぶしのようにダーッと始めたの

です。あれは目を見張る動きだったですね。

w島 そういう国際的な戦略があるんですよ。です

から CDCでは、医者がトップになっている場合も

あるし、なっていない場合もありますが、そういう

人たちがチームを作って、ここにはこういう人を

送ったらいい。何か病気が出たときにはお医者さん

の疫学者を送る。病原体の究明のときには病原体の

スペシャリスト、動物の場合は獣医とか、蚊が関係

しているときは entomologistというふうにして、適

材適所で人を送る。そういう国家的な戦略があるの

です。それが彼らの利益にもなる。ちゃんと病原体

も手に入れるし、診断もできるようになるし、アメ

リカの場合はいろいろ海外で軍とか何か展開してい

ますから、それが国益に直結するというところがあ

ると思います。

林谷 日本はまだそこまではなかなかいっていませ

んね。

岡部 だんだんよくなってきています。僕らの調査

チームで、医者だけではなくて、疫学のグループと

共同調査をやります。例えばふれあい動物園のよう

なときの調査は、先ほども述べたように僕らのとこ

ろにいる獣医師の資格を持っている人に行ってもら

う。そうすると、全然違う視点で見られるのですよ

ね。だからそういう組み合わせをやっていくのは、

ますます重要になってくると思います。

吉川 獣医の疫学の専門家としては感染研で年に 3

人ぐらいずつ 2年間のコースとかで育っています。

しかし、それが戻って、例えば地方の衛研に戻った

り、保健所に戻ったり、その後うまく地方行政の中

で役割を果たしていけないところがもったいないと

いう気がします。なかなか人材も少ないし、育成機

関もそんなに多くないのですが、それでもうまい

チャンスで、そういうトレーニングを受けて、それ
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だけの実力を持ってきても、実際に現場に戻ったと

き、それが評価されない、生かされないのは、もっ

たいない気がします。

そういうのを行政のほうでももう少しうまく生か

せるようなシステムを大学等と組んでいると、今

言ったように、国内対応にしても、国際対応にして

も、もう少し生かせると思うのですが、何となく派

遣してトレーニングをさせたけれど、終わって帰っ

てくればただの人と（笑）、ごくふつうの業務で終

えてしまうというところがあって残念です。

岡部 今、吉川先生がおっしゃった実地疫学調査

専門家養成コース（Field Epidemiology Training

Program）があります。そこは、最初は医師（MD）

のみを対象にスタートしていますが、少しずつオー

プンにしていって、獣医師で卒業された方が 2人で

す。そのうちの 1人はある県からの派遣で、研修終

了後県の衛生研究所に勤務し、かなりの活躍をして

います。

獣医師の方の希望者もときどきおられます。

ちょっとそういうところに目を向けていただくのも

いいと思うのですが、システム上難しいときがある

のです。

w島 そういうのは、地方で職を持っている人とか

が派遣されて、そこで 1年ですか。

岡部 2年です。

w島 2年有給休暇が取れるか、取れないかという

ことですよね。それはなかなか難しい。

岡部 1人は自費で飛び込んできた。

w島 自費でやる人がいるのですか。

岡部 ええ。1人は県の派遣でした。

w島 自費で来る場合は、そのあとどこへ就職があ

るの？と、またなってしまうので、これがまた大変

ですね。

吉川 それは医科研で熱帯医学の講習をやったとき

もそうで、3カ月トレーニングコースですから辞め

て来る人もいる。研修後外国に 2年とか 5年行って、

戻ってくるときが大変で、研究所を含めて日本に

まったく受け皿がないのです。結局また何年か、1

～ 2年日本にいて、現地のほうに行ってそっちで骨

を埋めるという格好になってしまって。

欧米を見ていると、ちゃんとサイクルが行くよう

なシステムになっています。

w島 国益として海外で何かやるということが、そ

の人のキャリアというか、ステータスになるのです

よ。日本では何をやってきたの？ということになっ

てしまうから。

林谷 このコースに入るときは、実務経験がなくて

も入れるのですか。

岡部 いや、だいぶ柔軟にに考えられるようになっ

ていますが、ただ我々が求める人としては、きちん

とした自分のバックグラウンドを持っている人で

す。医師であれば臨床経験が必要だし、できれば実

験研究経験もあったほうがいい。

それは獣医師の方でも同じで、理論的なことも必

要だけれども、現場を見ておられる方というのは実

際、フィールドに出たときの目が違うので、そうい

う経験を持っていれば、別に何年の経験という数字

にこだわることはないと思います。

ついでですが、今の FETPには医師と獣医師のほ

かにも薬剤師と看護師と検査技師の方なども入って

くるようになっています。

ただ医師以外は本当に終わったあとの仕事を見つ

けるのが意外に大変です。せっかくいいキャリアを

持っているけれども継続性がないとか、年齢が過ぎ

てしまったとか、そういうところではねられてしま

うのです。ことに自治体の就職条件が厳しいですね。

本来は自治体に必要な人材なのですが。

w島 地方自治体が、こういうことに理解を示して、

2年間出して、それでメリットがあるという何かが

あればいいのでしょうけれどね。

岡部 あるいは休職でもいいのですよね。休職をし

ておいて、あとで再就職が可能なようにしておけば

ずいぶん違うと思うのです。

林谷 いずれにしましても、とにかく人と動物の共

通感染症に対する対策は、医師、獣医師、その他関

係者の人たちがいろいろと連携し合ってやっていか

なければならないと思います。特に医師の人たちに

はぜひ積極的に人と動物の共通感染症に興味を持っ

ていただき、研究会にもたくさんおいでいただける

と、今後対策等を検討するときによりよい対策を打

ち出しやすくなるのかなと思います。

岡部 昨日の研究会でも、ちょっと眺めているだけ

でも面白いと思うのですけれどね（笑）。これとは

違いますが、昨日何人か若手の新しいMDが研究

会の中に入って見ていましたね。

林谷 私もお医者さんに会うと、人と動物の共通感
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染症に関心を持っている人はけっこういるのです

が、なかなか情報や意見交換したりする機会がない

ようです。

w島 日常の診療業務で診断するようなことが出て

くれば、いちばんいいのだけれど、なかなかそれが

ないとなると、ただ学問的な興味というだけになっ

てしまうから。

林谷 まだ少し時間があります。あと幾つかお聞き

したいのは、人と動物の共通感染症だけの問題では

ありませんが、海外から日本に感染症が持ち込まれ

た時の対応についてです。昨日の人と動物の共通感

染症研究会の折に、海外から持ち込まれた感染症に

対応する施設として、横浜市民病院の話が紹介され

ていましたが、国内ではそのような施設が整備され

ているのでしょうか。

岡部 システムとしてはずいぶんできています。例え

ば特殊とか 1類感染症クラスのところは指定ができ

ているけれども、SARSのときに、2類感染症指定

病院が足りないじゃないかとか、1類も決めていな

がらまだ基準を達していないとか露呈したわけです。

私も SARSのときにひっくり返るぐらい驚いたの

ですが、感染症指定病院があって、そこに医師が付

いて、看護師が何人で、部屋はこのぐらいのもので

と、箱はできているけれど、そこに勤務している医

師は感染症の医師ではなかったのです。感染症専門

医ではないが、その部門の担当医師として登録され

ていたのです。

そうすると、そこから今度は感染症をやっている

連中に「どうやったらいいんだ」と聞いてくること

になるのですが、ソフトの部分ができていなかった

のです。それは医療のほうの問題だと思いますが、

箱とか外側のものではなくて、実際に診療を担当で

きる人を配備する、ということが必要です。とはい

え、専門家は少ないし、患者の少ないところに貼り

付けとくことはできないし、予算もないし。その中

で工夫していかなければいけないところで自治体も

大変だと思うのですが、システムとしてうまく動か

せるようにしていかないと，いざという時に役に立

たないことになります。横浜は実力もあるんですよ。

林谷 成田にも指定病院があったと思いますが。

岡部 成田には成田日赤があります。

w島 地方はまだまだ準備不足ではないでしょうか。

SARSなんか出たらパニックになると私は思います。

林谷 これらの病院などでは、P3に該当するよう

な危険な病原体に対応できるような施設があるので

しょうか。

岡部 P3というか、実験室の P3とあれとは違いま

すが、1類感染症対応の医療機関として、例えば泉

佐野とか、国立国際医療センターにあります。でも、

これはすごく限られている部分で、本当は患者さん

がいて、よくわからないけれども、感染があるので

はないか、というような段階できちんと対応できる

ところが、現場にはもっと必要になります、そうい

うよい例が横浜市立市民病院感染症部の相楽裕子先

生のところですね。ああいうところがもうちょっと

ないといけないと思います。相楽先生みたいな方が

続々と育つことはまずないと思いますが･････。

この間、フランスとかドイツとかイタリアに感染

研からいわば一種指定医療機関や P4クラス実験室

の視察に行っているのですが、その話では都心のど

真ん中にそういうものの病院と、それを取り巻く検

査機関がドンとできているのだそうです。そこは当

然ながら病原体が漏れないようにバイオセーフティ

とか、バイオセキュリティをきちっとやりますが、郊

外とか人里離れたところにあるわけではないのです。

それはなぜかというと、病気になった人がすぐ行

ける利便性のいいところ、そこで直ちに実験室診断

ができるということが必要で離れ島につくっても意

味がない、という考え方がきちんとしているんです

ね。それこそが準備で本当は必要な部分だと思うの

です。

林谷 動物のほうはどうでしょうか。

吉川 そういう意味では、動物はほとんどないです

ね。ただし、先ほど鳥インフルエンザの話が出まし

たが、基本的にはまだ摘発淘汰という考えです。封

じ込めて治療してというのは、人間と動物の違うと

ころです。

w島 口蹄疫が出た場合に、そういう動物を P4施

設とかに入れるというのはあまり意味がないと思い

ます。ですからやはり摘発淘汰です。投資と見返り

で、そっちのほうが安上がりです。

林谷 実際に発生したところで摘発淘汰していま

すね。

w島 その場所で処理しています。あとは外国から

入れない。これは動物検疫所でかなり詳しく調べて、

外国から入れないのがまず大切。
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吉川 人間と獣医のほうで大きく違うのは、人と動

物の共通感染症、特に先ほど言った原因を調べてい

くと、診断薬をはじめとしてペイしないのです。だ

から、製薬企業が乗らないのです。

人間であれば、オーファンドラッグみたいのは別

として、ある程度の患者数がいれば、診断薬を開発

してもそれなりに開発費に見合っていきます。外か

ら突然入ってくる人と動物の共通感染症は別として

も、それはたぶん国家機関とか、主な研究所で対応

しますが、もうすでに入って定着をしていて、問題

になるというようなものについては、企業のほうが

診断薬を開発することに対して必ずしも積極的でな

いので、本当に問題が起こったとき、獣医に持って

こられたら、獣医はどうしたらいいのだというと、

すごくお寒い話です。

個人のつながりで、あそこに材料を送って、時間

がかかるかもしれないけれど、研究の一環として答

えを出してもらうとか、そういう格好になっている。

獣医の臨床の現場の立場とすると、教育講演では

よくズーノーシスの話は聞く。私も心配した。しか

し畜主が患畜を連れてきて、もし疑ったとき、どう

やって診断すればいいんだというのがけっこう難し

いところです。

w島 それに対して、僕は提案というか希望があり

ます。さっきから話していますように、家畜の場合

は、家畜保健衛生所、その上に動物衛生研究所が

あって、家畜伝染病予防法にのっとって診断するわ

けです。

人と動物の共通感染症のほうの動物の診断といっ

たらすごくお寒い現状で、家畜保健所に勤めている

末端レベルの獣医師は人と動物の共通感染症に非常

に興味を持っていて、やりたいという人がいますが、

何せ法律が縦割りで、対象になっていないのです。

対象としてできるのは、犬のレプトスピラぐらいです。

日本で家畜の感染症がだんだん少なくなっている

ときに、省庁の壁を乗り越えて、ああいう施設を人

と動物の共通感染症の診断に使えるようにすればか

なりいいのではないかなと、僕は思います。

吉川 技術的にはすごいのを持っている。

w島 技術的にいいものを持っているんですよ。

吉川 本当に農水省と厚労省の折り合いがつけばい

いと思います。結局縦割りで来ていますから、どう

しても感染症は厚労省のほうの管轄になるので動物

の側がうまくいかない。

それは現場にいてもそうですね。獣医さんが、屠

畜場にも家畜保健所にもいますが、本当に中央以上

の縦割りで、そんなの材料をこっちのほうに渡せば

よいとか思うんだけど（笑）、そうはいかない。

w島 末端の獣医師に話すと、「やりたい」と言う

のですが、なかなか難しいようです。

林谷 動物保護センターみたいなところに、人と動

物の共通感染症に対応できる機能を持たせるとかと

いう話もあったようですけれど、それよりは家畜保

健衛生所を利用したほうがよいということでしょ

うか。

吉川 試みている地方自治体もないわけではないの

ですが、そういう意味で、農水省のほうの受け入れ

は、ウシの結核であれば 100年間ずっとツベリクリ

ンをやって淘汰してきた実績もありますし、技術的

にもハードもソフトもかなり確かにでき上がってい

て、もしそれが利用できるなら、本当に相当パワー

を発揮すると思うのです。

林谷 確かにいちばんいいと思うのですが、難しい

んですかね。

吉川 そういう意味では、内閣府かどこか知りませ

んが、もう少し省庁の上のレベルで危機管理みたい

な中で全体を見渡して、今言われたように、こっち

のコントロールがここのレベルまで来ていて、リス

ク回避としてこのぐらいのレベルでいくのだとし

て、こっちがカバーできていないなら、こっちを

こっちに組み込むというような柔軟性が持てれば、

確かにだいぶ違うと思います。

林谷 今日はお忙しい中、貴重なお話をいただき本

当にありがとうございました。
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